
＜重点実施事項＞
 ※飲酒運転等悪質な交通法令違反の根絶 ※デイライト運動 ※輪留めの徹底 ※後退時ガイド降⾞の徹底
 ※運⾏中の携帯電話使⽤の禁⽌ ※⾼齢者等の⾏動特性を理解した安全運転

◎事故やヒヤリハット映像（ドラレコ等）⑮-2

３⽉
・交通事故再発防⽌（構内等） 【乗務員へのヒアリング】

２⽉

◎バス運⾏及び乗客の安全確保のためにすべきこと②
・路⾯状況に合わせた運転の励⾏

・荒天時の危険予測の励⾏

◎年末年始⾃動⾞輸送安全総点検
・交通情報の習得と運⾏経路の確認 【役員の⽴ち合い点呼の実施】

◎異常気象時における対処法（降雪・吹雪）⑬ 【緊急処置対応・救命処置対応】

◎⽣理的、⼼理的要因の対処⽅法⑩

◎年末年始⾃動⾞輸送安全総点検 【役員の⽴ち合い点呼の実施】
１２⽉

・路⾯凍結によるスリップ事故防⽌ 【年末年始⾃動⾞輸送安全総点検】

１⽉
・路⾯に合わせた⾛⾏と安全確保 【年末年始⾃動⾞輸送安全総点検】

◎乗務員集団教育研修（重点事項項⽬周知）⑭ 【冬の交通安全運動の実施】
１１⽉

・冬の交通安全運動の実施（11⽉13⽇〜11⽉22⽇） 【秋期乗務員集団教育研修】
・横断歩⾏者の保護 【ＳＡＳ対象者検診実施】

◎ヒヤリハット・危険予測（ドラレコ等）⑮-1 【脳ドック対象者検診の実施】

◎危険の予測及び回避、緊急における対処⽅法⑦

１０⽉

・冬季に備えた危険個所及び備え 【インフルエンザ予防接種の実施】

・模範となる運転と防衛対策

・適切な⾞間と早めな減速 【タイヤ交換（夏⇒冬）】

◎運⾏経路、道路及び交通の状況⑥

・後退時の安全確認の励⾏ 【役員の⽴ち合い点呼の実施】

９⽉
・秋の交通安全運動の実施（9⽉21⽇〜9⽉30⽇） 【秋の交通安全運動の実施】

８⽉ ・交差点内の事故防⽌
・異常気象時の対応（台⾵・集中豪⾬） 【役員の⽴ち合い点呼の実施】

◎安全性の向上を図る為の装置、適切な運転⑫

7⽉
・夏の交通安全運動の実施（7⽉11⽇〜7⽉20⽇） 【夏の交通安全運動の実施】

・ヒューマンエラーによる接触事故及び⾞内事故防⽌ 【役員の⽴ち合い点呼の実施】

◎乗客が乗降するときの安全を確保する⑤

◎乗⾞中の旅客の安全を確保と遵守すべき事項④

◎⾏楽期に伴う事故防⽌対策（ドラレコ使⽤）⑧-2

◎運転者の運転適性に応じた安全運転⑨

６⽉
・イエローストップの実⾏と危険予測 【覚せい剤検査の実施】

５⽉

４⽉

・春の交通安全運動の実施（4⽉6⽇〜4⽉15⽇） 【春期乗務員集団教育研修】
【定期健康診断の実施】・歩⾏者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励⾏

◎事故、ヒヤリハット利⽤（ドラレコ等）⑧-1
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【タイヤ交換（冬⇒夏）】・発進、停⾞時の⾞内安全確認の徹底

◎乗務員集団教育研修（重点事項項⽬周知）① 【役員の⽴ち合い点呼の実施】

・ハザードマップによる危険予知 【春の交通安全運動の実施】


